
 

 
第第22節節  輸輸出出拡拡⼤⼤等等にによよるる「「海海外外かからら稼稼ぐぐ⼒⼒」」のの強強化化  

 
 
⼈⼝減少下においても農業の⽣産基盤や⾷品産業の維持・強化を図るためには、これま

での国内市場のみに依存する農林⽔産業・⾷品産業の構造から、今後成⻑する海外市場で
稼ぐ⽅向に転換することが不可⽋です。そのため、政府は令和2(2020)年11⽉に「農林⽔
産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略」(以下「実⾏戦略」という。)を策定し、取組を進めてき
ました。 

本節では、実⾏戦略に基づく施策や取組のほか、輸出拡⼤とともに、⾷品産業の海外展
開やインバウンドによる⾷関連消費の拡⼤を図ることによる「海外から稼ぐ⼒」の強化に
向けた取組を紹介します。 

 
((11))  「「海海外外かからら稼稼ぐぐ⼒⼒」」のの強強化化にに向向けけたた施施策策のの展展開開⽅⽅向向  
((実実⾏⾏戦戦略略をを改改訂訂))  

基本計画では、輸出拡⼤を加速するとともに、⾷品産業の海外展開、インバウンドによ
る⾷関連消費の拡⼤の連携による相乗効果を通じた「海外から稼ぐ⼒」の強化に向けた⽬
標が設定されたところであり、これらの施策の具体化を図るため、令和7(2025)年5⽉に実
⾏戦略を改訂しました。 

令和6(2024)年の農林⽔産物・⾷品の輸出額が1.5兆円を超えた中で、⼀層の輸出拡⼤を
図るためには、我が国の農林⽔産物・⾷品の活⽤を現地の⾷⽣活に溶け込ませる形で新た
な市場を創造する「マーケットメイク」を図ることが鍵となります。また、世界の通商環
境が不透明化する中であっても輸出を安定的な稼ぎとするためには、輸出構造を強 靱

きょうじん
化

することが重要であり、このため、農林⽔産業・⾷品産業の⽣産性の向上、ブランド化等
による⾼付加価値化を進めるとともに、輸出先が特定の国・地域に過度に偏るリスクを回
避できるよう、⾮⽇系市場や未開拓の有望エリア等の新市場を開拓し、輸出先の多⾓化を
進める必要があります。 

このような認識の下、実⾏戦略では、輸出拡⼤について、我が国の強みを最⼤限に発揮
すること、海外市場で求められるスペックの産品を専⾨的・継続的に⽣産販売する「マー
ケットイン」の発想で輸出にチャレンジする農林⽔産
事業者を後押しすること、省庁の垣根を超え政府⼀体
として輸出の障害を克服することの三つの基本的な考
え⽅に基づき、農林⽔産業・⾷品産業の「海外から稼
ぐ⼒」を強化することとしています。 
 
((22))  輸輸出出拡拡⼤⼤のの加加速速化化  
((輸輸出出重重点点品品⽬⽬とと輸輸出出⽬⽬標標をを設設定定))  

今後の輸出拡⼤に向け、海外で評価される我が国の強みがある品⽬を中⼼に輸出を加速
することが重要であるため、輸出拡⼤の余地が⼤きく、関係者が⼀体となった輸出促進活
動が効果的な品⽬として、31品⽬を輸出重点品⽬に選定しています(図図表表33--22--11)。 

また、輸出重点品⽬以外についても、輸出⽬標とその実⾏のための課題と対策を明確化

農農林林⽔⽔産産物物・・⾷⾷品品のの輸輸出出拡拡⼤⼤実実⾏⾏戦戦略略  
URL：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/  

export/progress/index.html 

 

 
 
((果果樹樹のの輸輸出出額額はは前前年年にに⽐⽐べべ減減少少))  

果樹の輸出額は、我が国の⾼品質な果樹が
諸外国・地域で評価され、りんご、ぶどうを
中⼼に増加傾向で推移していますが、令和
7(2025)年は、262億円と、前年に⽐べ21.3%
減少しました(図図表表33--11--88)。これは、⾷味・⾒
栄えの良さに起因する継続的な引き合いがあ
ったものの、夏季の⾼温の影響等により収量
が減少した品⽬が多かったこと等によるもの
です。 

農林⽔産省では、りんご等の果樹について、
輸出先国・地域の規制やニーズに対応するた
めの防除暦の⾒直し等を通じた産地育成を推
進するとともに、プロモーション等による更
なる海外需要開拓を図っていくこととしてい
ます。 

緑茶の国内需要は減少傾向にあるものの、北⽶・EU等での需要は⾼まっており、海外輸出は、好
調です。このような中、更なる輸出拡⼤を図るためには、残留農薬基準の遵守を始めとする、輸出
先国・地域の規制等に対応した輸出産地を形成していく必要があります。 

京都府の京都府農林⽔産物・加⼯品輸出促進協議会の宇治
う じ

茶
ちゃ

部会では、輸
出先国・地域の残留農薬基準に対応した宇治茶の増産が必要と考えました。
そこで、同部会では、令和3(2021)年度から同府内の複数箇所に実証ほ場を設
置し、ほ場内で⽣産された宇治茶の残留農薬分析や、栽培期間中の病害⾍の
発⽣状況調査に加え、慣⾏栽培と⽐べ品質に問題がないか、実証事業参加農
家らとの結果検討会を実施しています。令和7(2025)年度は北⽶向けの実証に
続いて、新たにEU向けの実証を⾏っています。この実証結果を踏まえ、北⽶
やEUの残留農薬基準に対応できる防除暦の作成を進めています。 

また、円滑な輸出を実現するためには、輸出先国・地域における規
制等に関する情報や留意事項について、産地内の輸出に関わる関係者
が知⾒を深めることも重要です。このため、同部会では、令和3(2021)
年から、⽣産者や茶商、関係機関等を対象とした研修会を開催してい
ます。 

同部会は、輸出先国・地域に対応した栽培体系の転換を⽀援すると
ともに、同部会の⽣産者・茶商の持つ宇治茶の「品質」への誇りも⼤
事にし、世界における「宇治茶ブランド」を確⽴していきたいと考え
ています。 

輸輸出出向向けけ宇宇治治茶茶のの実実証証ほほ場場  
資料：京都府 

((事事例例))  輸輸出出先先のの規規制制にに対対応応ししたた宇宇治治茶茶のの増増産産にに向向けけ環環境境整整備備をを推推進進((京京都都府府))  

図表3-1-8 果樹の輸出額 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林⽔産省作成 
注：「その他」は、なし、かき等を含む。令和4(2022)

年以降は⼲し柿を含む。 
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は取り組み難い⾮競争分野の輸出促進活動を⾏い、業界全体での輸出拡⼤に取り組んでい
ます。 

JETROでは、セミナーやウェブサイト等を通じた輸出関連制度やマーケット情報の提供、
相談対応等の輸出事業者等へのサポートのほか、海外⾒本
市への出展⽀援、国内外での商談会の開催等により、輸出
に取り組む国内事業者への総合的な⽀援を実施しています。 

⽇本
に ほ ん

⾷ 品
しょくひん

海外
かいがい

プロモーションセンター(以下「JFOODO
ジ ェ イ フ ー ド ―

」
という。)では、現地の需要を作り出すため、現地での消費
者向けプロモーション等を戦略的に実施しています。具体
的には、SNS、デジタル広告等による情報発信、⼩売・外
⾷店等と連携したPRイベントの開催といった活動を認定
品⽬団体等とも連携しながら⾏っています。 

今後は、認定品⽬団体、JETRO、JFOODOが連携を強化し、海外の関係機関とも協⼒
しながら、特に未開拓の有望エリアの新市場の開拓を⼀体的に実施していくこととしてい
ます。 

 

 
 

((重重要要市市場場のの輸輸出出商商流流維維持持・・拡拡⼤⼤をを⽀⽀援援))  
これまでの輸出促進施策は、JETRO、JFOODO、輸出⽀援プラットフォーム、認定品

⽬団体といった関係団体を通じて、オールジャパンで輸出に取り組む事業者の取組を後押
しするものが中⼼でした。しかし、⽶国の関税措置等の影響や、海外市場での中国産品・

図表3-2-3 認定農林⽔産物・⾷品輸出促進団体 

資料：農林⽔産省作成 

認定番号 団体名 品⽬

1 ⼀般社団法⼈全⽇本菓⼦輸出促進協議会 菓⼦

2 ⼀般社団法⼈⽇本⽊材輸出振興協会 製材、合板

3 ⼀般社団法⼈⽇本真珠振興会 真珠

4 ⽇本酒造組合中央会 清酒(⽇本酒)、本格焼酎・泡盛

5 ⼀般社団法⼈全⽇本コメ・コメ関連⾷品輸出促進協議会 ⽶・パックご飯・加⼯⽶飯・⽶粉及び⽶粉製品

6 ⼀般社団法⼈全国花き輸出拡⼤協議会 切り花

7 ⼀般社団法⼈⽇本⻘果物輸出促進協議会
りんご、ぶどう、もも、かんきつ、かき・かき
加⼯品、なし、いちご、かんしょ・かんしょ加
⼯品、ながいも、たまねぎ等

8 公益社団法⼈⽇本茶業中央会 茶

9 ⼀般社団法⼈全⽇本錦鯉振興会 錦鯉

10 全国醤油⼯業協同組合連合会 味噌・醤油のうち醤油

11 全国味噌⼯業協同組合連合会 味噌・醤油のうち味噌

12 ⼀般社団法⼈⽇本ほたて⾙輸出振興協会 ホタテ⾙・ホタテ⾙加⼯品

13 ⼀般社団法⼈⽇本養殖⿂類輸出推進協会 ぶり、たい

14 ⼀般社団法⼈⽇本畜産物輸出促進協会 ⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、鶏卵、⽜乳乳製品

15 全⽇本カレー⼯業協同組合
ソース混合調味料のうちカレールウ及びカレー
調製品

海海外外⾒⾒本本市市ででののププロロモモーーシショョンン活活動動  
 

 

する産地・事業者には引き続き適切な⽀援を⾏っていくこととしています。 
 

 
((輸輸出出重重点点品品⽬⽬にに係係るるタターーゲゲッットト国国・・地地域域ごごととのの輸輸出出⽬⽬標標、、取取組組をを明明確確化化))  

輸出重点品⽬ごとに、海外の市場動向や輸出環境等を踏まえ、輸出拡⼤を重点的に⽬指
す主なターゲット国・地域ごとの輸出⽬標を設定し、現地での販売を伸ばすための課題と
その克服のための取組を明確化しています(図図表表33--22--22)。 

なお、輸出⽬標の設定に当たっては、市場のニーズを踏まえつつ、今後の輸出増のポテ
ンシャルが⾼い国・地域についても新たなターゲット国・地域として位置付けることを通
じ、輸出先国・地域の多⾓化を図っていくこととしています。 

 

 
 
((認認定定品品⽬⽬団団体体、、JJEETTRROO、、JJFFOOOODDOOにによよるるオオーールルジジャャパパンンででのの輸輸出出⼒⼒強強化化のの取取組組をを推推進進))  

輸出促進法に基づき、輸出重点品⽬ごとに、⽣産から販売に⾄る関係者が連携して、輸
出の促進を図る法⼈を、法⼈からの申請により認定品⽬団体として認定しており、令和
8(2026)年3⽉末時点では、合計15団体(28品⽬)となっています(図図表表33--22--33)。認定品⽬団
体は、市場調査やジャパンブランドによる共同プロモーション等の個々の産地・事業者で

図表3-2-2 品⽬別輸出⽬標の例 

資料：農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略(令和7(2025)年5⽉改訂)を基に農林⽔産省作成 

【【目目標標額額】】
136億円(2024年) →→ 992222億億円円((22003300年年))

⽜⾁ ⽶・パックご飯・加⼯⽶飯・
⽶粉及び⽶粉製品

【【目目標標額額】】
648億円(2024年) →→ 11,,113322億億円円((22003300年年))

ニーズ・規制への主な⽅策2030年
⽬標

2024年
実績国・地域

和⽜の認知度が低い地域におけるオールジャパンのプロ
モーション、ロイン系の輸出拡⼤と併せて、ロイン以外の部
位の新たな需要を開拓

236億円135億円⽶国

92億円71億円EU等注

2025年1⽉に再開した意思疎通を継続し、引き続き輸
出再開に向け、関係省庁と連携して協議を実施200億円―中国

省⼒化機械の導⼊等により、多様化・複雑化したカット
オーダーに対応

150億円113億円台湾
136億円85億円⾹港

○国国別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策

○フフララッッググシシッッププ輸輸出出産産地地 2255産産地地をを目目指指すす((22003300年年))
・輸出先国の市場ニーズに合わせた動物用医薬品等の適正使用、生体牛の取り扱い
・生産から輸出まで一貫して輸出促進を図るコンソーシアムを産地で構築

○国国別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策

ニーズ・規制への主な⽅策2030年
⽬標

2024年
実績国・地域

寿司やおにぎり等の⽶を使った⽇本⾷のプロモーションや商流
を構築。有機⽶の販売を促進216億円32億円⽶国

他品⽬との連携による顧客の深堀りや、拡⼤するグルテンフ
リー市場における⽶粉・⽶粉製品の需要を開拓176億円13億円EU・英国

「冷めてもおいしい」といった⽇本産⽶の特性を訴求し、新たな
⾮⽇系の販路を構築141億円61億円シンガポール・

台湾・⾹港
くん蒸対応不要なパックご飯の需要拡⼤、認証の取得や必要
な機械設備の導⼊等を⽀援128億円0.8億円中国

○フフララッッググシシッッププ輸輸出出産産地地 3300産産地地をを目目指指すす((22003300年年))
・低コストで生産できる大規模輸出産地の形成や海外需要のある有機米の作付け拡大

○販販路路開開拓拓

・認定品目団体による新興市場でのプロモーション等を実施

注：英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー

○販販路路開開拓拓
・オールジャパンでの和牛の認知度向上に向け、現地事業者へアピールする機会を創出
・和牛、和牛肉の正しい知識の普及、和牛統一マークによる和牛の証明

○加加工工・・流流通通施施設設のの整整備備及及びび輸輸出出認認定定のの取取得得
・ハラールと畜処理に対応した施設を含む新規の食肉処理施設の整備・認定 ○加加工工施施設設等等のの整整備備及及びび認認証証のの取取得得

・生産から販売までの国内外一貫したサプライチェーンの構築

図表3-2-1 輸出重点品⽬ 

資料：農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略(令和7(2025)年5⽉改訂) 
注：果樹(なし)、牡蠣・牡蠣加⼯品が追加 

輸出重点品⽬ 海外で評価される⽇本の強み

⽜⾁ 和⽜として世界中で認められ、⼈気が⾼く、引き続き輸出の伸びに期待

豚⾁、鶏⾁
とんかつ、焼き⿃など⽇本の⾷⽂化とあわせて海外の⽇本ファンにアピールするこ
とで、今後の輸出の伸びに期待

鶏卵
半熟たまごが浸透し、⽣⾷できる卵としての品質が評価され、更なる輸出の伸びに
期待

⽜乳乳製品 ⾹港や台湾で品質が⾼評価。アジアを中⼼に輸出の伸びに期待
果樹(りんご、ぶどう、も
も、かんきつ、かき・かき
加⼯品、なし)、野菜(いち
ご)

⽢くて美味しい⾷味や外観の良さなど⾼品質である⽇本産果実は、アジアを中⼼に
需要が拡⼤

野菜(かんしょ・かんしょ加
⼯品、ながいも、たまねぎ
等)

⽇本産のかんしょは⽢みが強く、主にアジアなどにおける焼き芋といったスイーツ
としての⾷べ⽅の広がりにより、需要が拡⼤傾向。⽇本産野菜は、品質の良さから
アジアを中⼼に需要が拡⼤

⽶・パックご飯・加⼯⽶
飯・⽶粉及び⽶粉製品

冷めても美味しいなどの⽇本産⽶は寿司やおにぎり等に向き、⽇本⾷の普及ととも
に拡⼤が可能

茶
⽇本の緑茶の製法は独⾃の発展を遂げ、⾼い品質が特徴。健康志向や⽇本⾷への関
⼼の⾼まり等を背景に更なる輸出拡⼤に期待

切り花 外国にはない品種に強み。輸出の伸び率が⾼い

清涼飲料⽔ 緑茶飲料など⽇本の味が⼈気となり、伸び率が⾼い

菓⼦
⽇本独⾃の発展を遂げ、他国にはない独創性。バラエティ豊かな商品とコンテンツ
の普及とともに海外で⼈気

輸出重点品⽬ 海外で評価される⽇本の強み

ソース混合調味料 カレールウなど⽇本⾷の普及とともに⽇本を代表する味に成⻑

味噌・醤油 ⽇本が誇る発酵⾷品。和⾷⽂化の浸透とともに欧⽶・アジア地域で⼈気も上昇

清酒(⽇本酒)
「SAKE」は⽇本⾷のみならず各国の料理に合う⾷中酒等として世界中で認知が拡⼤
中

ウイスキー ⽇本産品の品質が世界中でブランドとして定着

本格焼酎・泡盛 原料の特徴を残すユニークな蒸留酒としての評価があり、今後の輸出拡⼤に期待

製材
スギやヒノキは、⽇本式⽊造建築だけでなく、⾹りの癒しの効果も⼈気で、今後の
輸出の伸びに期待

合板
合板の加⼯・利⽤技術は、⽇本の得意分野。⽇本式⽊造建築とともに、今後の輸出
の伸びに期待

ぶり 脂がのっている⽇本独⾃の⿂種。近年、⽶国等への輸出額が増加

たい 縁起のよい⾚⾊は中華圏でも好まれる。活⿂輸出の増加に期待

ホタテ⾙・ホタテ⾙加⼯品 ⾼品質な⽇本産ホタテ⾙は世界で⾼く評価。⽔産物では輸出額ナンバーワン

牡蠣・牡蠣加⼯品
⾝が厚く、濃厚な味わいが特徴。アジアでは⽇本産牡蠣が浸透。今後は⽣⾷⽤の需
要が⾼い欧⽶などへの販路確保にも期待

真珠 真珠養殖は⽇本発祥。⽇本の⽣産・加⼯技術が国際的に⾼評価

錦鯉 ⽇本⽂化の象徴としてアジア、欧州を中⼼に海外で⼈気
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は取り組み難い⾮競争分野の輸出促進活動を⾏い、業界全体での輸出拡⼤に取り組んでい
ます。 

JETROでは、セミナーやウェブサイト等を通じた輸出関連制度やマーケット情報の提供、
相談対応等の輸出事業者等へのサポートのほか、海外⾒本
市への出展⽀援、国内外での商談会の開催等により、輸出
に取り組む国内事業者への総合的な⽀援を実施しています。 

⽇本
に ほ ん

⾷ 品
しょくひん

海外
かいがい

プロモーションセンター(以下「JFOODO
ジ ェ イ フ ー ド ―

」
という。)では、現地の需要を作り出すため、現地での消費
者向けプロモーション等を戦略的に実施しています。具体
的には、SNS、デジタル広告等による情報発信、⼩売・外
⾷店等と連携したPRイベントの開催といった活動を認定
品⽬団体等とも連携しながら⾏っています。 

今後は、認定品⽬団体、JETRO、JFOODOが連携を強化し、海外の関係機関とも協⼒
しながら、特に未開拓の有望エリアの新市場の開拓を⼀体的に実施していくこととしてい
ます。 

 

 
 

((重重要要市市場場のの輸輸出出商商流流維維持持・・拡拡⼤⼤をを⽀⽀援援))  
これまでの輸出促進施策は、JETRO、JFOODO、輸出⽀援プラットフォーム、認定品

⽬団体といった関係団体を通じて、オールジャパンで輸出に取り組む事業者の取組を後押
しするものが中⼼でした。しかし、⽶国の関税措置等の影響や、海外市場での中国産品・

図表3-2-3 認定農林⽔産物・⾷品輸出促進団体 

資料：農林⽔産省作成 

認定番号 団体名 品⽬

1 ⼀般社団法⼈全⽇本菓⼦輸出促進協議会 菓⼦

2 ⼀般社団法⼈⽇本⽊材輸出振興協会 製材、合板

3 ⼀般社団法⼈⽇本真珠振興会 真珠

4 ⽇本酒造組合中央会 清酒(⽇本酒)、本格焼酎・泡盛

5 ⼀般社団法⼈全⽇本コメ・コメ関連⾷品輸出促進協議会 ⽶・パックご飯・加⼯⽶飯・⽶粉及び⽶粉製品

6 ⼀般社団法⼈全国花き輸出拡⼤協議会 切り花

7 ⼀般社団法⼈⽇本⻘果物輸出促進協議会
りんご、ぶどう、もも、かんきつ、かき・かき
加⼯品、なし、いちご、かんしょ・かんしょ加
⼯品、ながいも、たまねぎ等

8 公益社団法⼈⽇本茶業中央会 茶

9 ⼀般社団法⼈全⽇本錦鯉振興会 錦鯉

10 全国醤油⼯業協同組合連合会 味噌・醤油のうち醤油

11 全国味噌⼯業協同組合連合会 味噌・醤油のうち味噌

12 ⼀般社団法⼈⽇本ほたて⾙輸出振興協会 ホタテ⾙・ホタテ⾙加⼯品

13 ⼀般社団法⼈⽇本養殖⿂類輸出推進協会 ぶり、たい

14 ⼀般社団法⼈⽇本畜産物輸出促進協会 ⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、鶏卵、⽜乳乳製品

15 全⽇本カレー⼯業協同組合
ソース混合調味料のうちカレールウ及びカレー
調製品

海海外外⾒⾒本本市市ででののププロロモモーーシショョンン活活動動  
 

 

する産地・事業者には引き続き適切な⽀援を⾏っていくこととしています。 
 

 
((輸輸出出重重点点品品⽬⽬にに係係るるタターーゲゲッットト国国・・地地域域ごごととのの輸輸出出⽬⽬標標、、取取組組をを明明確確化化))  

輸出重点品⽬ごとに、海外の市場動向や輸出環境等を踏まえ、輸出拡⼤を重点的に⽬指
す主なターゲット国・地域ごとの輸出⽬標を設定し、現地での販売を伸ばすための課題と
その克服のための取組を明確化しています(図図表表33--22--22)。 

なお、輸出⽬標の設定に当たっては、市場のニーズを踏まえつつ、今後の輸出増のポテ
ンシャルが⾼い国・地域についても新たなターゲット国・地域として位置付けることを通
じ、輸出先国・地域の多⾓化を図っていくこととしています。 

 

 
 
((認認定定品品⽬⽬団団体体、、JJEETTRROO、、JJFFOOOODDOOにによよるるオオーールルジジャャパパンンででのの輸輸出出⼒⼒強強化化のの取取組組をを推推進進))  

輸出促進法に基づき、輸出重点品⽬ごとに、⽣産から販売に⾄る関係者が連携して、輸
出の促進を図る法⼈を、法⼈からの申請により認定品⽬団体として認定しており、令和
8(2026)年3⽉末時点では、合計15団体(28品⽬)となっています(図図表表33--22--33)。認定品⽬団
体は、市場調査やジャパンブランドによる共同プロモーション等の個々の産地・事業者で

図表3-2-2 品⽬別輸出⽬標の例 

資料：農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略(令和7(2025)年5⽉改訂)を基に農林⽔産省作成 

【【目目標標額額】】
136億円(2024年) →→ 992222億億円円((22003300年年))

⽜⾁ ⽶・パックご飯・加⼯⽶飯・
⽶粉及び⽶粉製品

【【目目標標額額】】
648億円(2024年) →→ 11,,113322億億円円((22003300年年))

ニーズ・規制への主な⽅策2030年
⽬標

2024年
実績国・地域

和⽜の認知度が低い地域におけるオールジャパンのプロ
モーション、ロイン系の輸出拡⼤と併せて、ロイン以外の部
位の新たな需要を開拓

236億円135億円⽶国

92億円71億円EU等注

2025年1⽉に再開した意思疎通を継続し、引き続き輸
出再開に向け、関係省庁と連携して協議を実施200億円―中国

省⼒化機械の導⼊等により、多様化・複雑化したカット
オーダーに対応

150億円113億円台湾
136億円85億円⾹港

○国国別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策

○フフララッッググシシッッププ輸輸出出産産地地 2255産産地地をを目目指指すす((22003300年年))
・輸出先国の市場ニーズに合わせた動物用医薬品等の適正使用、生体牛の取り扱い
・生産から輸出まで一貫して輸出促進を図るコンソーシアムを産地で構築

○国国別別輸輸出出額額目目標標ととニニーーズズ対対応応へへのの課課題題・・方方策策

ニーズ・規制への主な⽅策2030年
⽬標

2024年
実績国・地域

寿司やおにぎり等の⽶を使った⽇本⾷のプロモーションや商流
を構築。有機⽶の販売を促進216億円32億円⽶国

他品⽬との連携による顧客の深堀りや、拡⼤するグルテンフ
リー市場における⽶粉・⽶粉製品の需要を開拓176億円13億円EU・英国

「冷めてもおいしい」といった⽇本産⽶の特性を訴求し、新たな
⾮⽇系の販路を構築141億円61億円シンガポール・

台湾・⾹港
くん蒸対応不要なパックご飯の需要拡⼤、認証の取得や必要
な機械設備の導⼊等を⽀援128億円0.8億円中国

○フフララッッググシシッッププ輸輸出出産産地地 3300産産地地をを目目指指すす((22003300年年))
・低コストで生産できる大規模輸出産地の形成や海外需要のある有機米の作付け拡大

○販販路路開開拓拓

・認定品目団体による新興市場でのプロモーション等を実施

注：英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー

○販販路路開開拓拓
・オールジャパンでの和牛の認知度向上に向け、現地事業者へアピールする機会を創出
・和牛、和牛肉の正しい知識の普及、和牛統一マークによる和牛の証明

○加加工工・・流流通通施施設設のの整整備備及及びび輸輸出出認認定定のの取取得得
・ハラールと畜処理に対応した施設を含む新規の食肉処理施設の整備・認定 ○加加工工施施設設等等のの整整備備及及びび認認証証のの取取得得

・生産から販売までの国内外一貫したサプライチェーンの構築

図表3-2-1 輸出重点品⽬ 

資料：農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略(令和7(2025)年5⽉改訂) 
注：果樹(なし)、牡蠣・牡蠣加⼯品が追加 

輸出重点品⽬ 海外で評価される⽇本の強み

⽜⾁ 和⽜として世界中で認められ、⼈気が⾼く、引き続き輸出の伸びに期待

豚⾁、鶏⾁
とんかつ、焼き⿃など⽇本の⾷⽂化とあわせて海外の⽇本ファンにアピールするこ
とで、今後の輸出の伸びに期待

鶏卵
半熟たまごが浸透し、⽣⾷できる卵としての品質が評価され、更なる輸出の伸びに
期待

⽜乳乳製品 ⾹港や台湾で品質が⾼評価。アジアを中⼼に輸出の伸びに期待
果樹(りんご、ぶどう、も
も、かんきつ、かき・かき
加⼯品、なし)、野菜(いち
ご)

⽢くて美味しい⾷味や外観の良さなど⾼品質である⽇本産果実は、アジアを中⼼に
需要が拡⼤

野菜(かんしょ・かんしょ加
⼯品、ながいも、たまねぎ
等)

⽇本産のかんしょは⽢みが強く、主にアジアなどにおける焼き芋といったスイーツ
としての⾷べ⽅の広がりにより、需要が拡⼤傾向。⽇本産野菜は、品質の良さから
アジアを中⼼に需要が拡⼤

⽶・パックご飯・加⼯⽶
飯・⽶粉及び⽶粉製品

冷めても美味しいなどの⽇本産⽶は寿司やおにぎり等に向き、⽇本⾷の普及ととも
に拡⼤が可能

茶
⽇本の緑茶の製法は独⾃の発展を遂げ、⾼い品質が特徴。健康志向や⽇本⾷への関
⼼の⾼まり等を背景に更なる輸出拡⼤に期待

切り花 外国にはない品種に強み。輸出の伸び率が⾼い

清涼飲料⽔ 緑茶飲料など⽇本の味が⼈気となり、伸び率が⾼い

菓⼦
⽇本独⾃の発展を遂げ、他国にはない独創性。バラエティ豊かな商品とコンテンツ
の普及とともに海外で⼈気

輸出重点品⽬ 海外で評価される⽇本の強み

ソース混合調味料 カレールウなど⽇本⾷の普及とともに⽇本を代表する味に成⻑

味噌・醤油 ⽇本が誇る発酵⾷品。和⾷⽂化の浸透とともに欧⽶・アジア地域で⼈気も上昇

清酒(⽇本酒)
「SAKE」は⽇本⾷のみならず各国の料理に合う⾷中酒等として世界中で認知が拡⼤
中

ウイスキー ⽇本産品の品質が世界中でブランドとして定着

本格焼酎・泡盛 原料の特徴を残すユニークな蒸留酒としての評価があり、今後の輸出拡⼤に期待

製材
スギやヒノキは、⽇本式⽊造建築だけでなく、⾹りの癒しの効果も⼈気で、今後の
輸出の伸びに期待

合板
合板の加⼯・利⽤技術は、⽇本の得意分野。⽇本式⽊造建築とともに、今後の輸出
の伸びに期待

ぶり 脂がのっている⽇本独⾃の⿂種。近年、⽶国等への輸出額が増加

たい 縁起のよい⾚⾊は中華圏でも好まれる。活⿂輸出の増加に期待

ホタテ⾙・ホタテ⾙加⼯品 ⾼品質な⽇本産ホタテ⾙は世界で⾼く評価。⽔産物では輸出額ナンバーワン

牡蠣・牡蠣加⼯品
⾝が厚く、濃厚な味わいが特徴。アジアでは⽇本産牡蠣が浸透。今後は⽣⾷⽤の需
要が⾼い欧⽶などへの販路確保にも期待

真珠 真珠養殖は⽇本発祥。⽇本の⽣産・加⼯技術が国際的に⾼評価

錦鯉 ⽇本⽂化の象徴としてアジア、欧州を中⼼に海外で⼈気
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ン戦略の⽴案、現地系の商流への新規のアプローチの強化等を通じて、輸出事業者等を包
括的に⽀援しています。 

 
((33))  ママーーケケッットトイインンのの発発想想ででチチャャレレンンジジすするる事事業業者者をを後後押押しし  
((リリススククをを取取っってて輸輸出出にに取取りり組組むむ事事業業者者へへのの投投資資をを⽀⽀援援))  

国内市場向けに⽣産した産品の余剰品を輸出できる国のみに輸出する「プロダクトアウ
ト」からマーケットインへと発想を転換していくためには、リスクを取って輸出向け産品
の⽣産・輸出にチャレンジする事業者の存在が不可⽋です。 

そのため、農林⽔産省では、輸出向け産品を⽣産する輸出産地の育成や、⾃らリスクを
取り、輸出先国・地域の規制やニーズに対応したマーケットイン輸出に取り組む産地・事
業者等に対する、重点的な⽀援・環境整備を⾏うこととしています。 

また、輸出先国・地域の規制に対応した施設整備等の投資を⾏ってから収益化するまで
に⼀定期間を有することから、輸出促進法に基づく公庫の融資(農林⽔産物・⾷品輸出基盤
強化資⾦1)や税制特例(輸出事業⽤資産の割増償却)の積極的な活⽤を促すことにより、輸
出に取り組む事業者を強⼒に後押しすることとしています。 

さらに、投資円滑化法2に基づき、輸出に取り組む事業者に投資する⺠間の投資主体への
資⾦供給の促進に取り組むこととしています。 

 
((ママーーケケッットトイインンのの発発想想にに基基づづくく輸輸出出産産地地・・事事業業者者のの育育成成・・展展開開をを推推進進))  

輸出先国・地域のニーズや規制に対応した産品を、求められるスペックで継続的に提供
し、農林⽔産事業者の利益につなげるため、輸出促進法に基づく輸出事業計画を踏まえた
輸出産地の形成に必要な施設整備等を重点的に⽀援することとしています。また、果樹や
野菜等の⾼収益作物の輸出産地の育成を図ることも必要です。 

畜産物については、⽣産者、⾷⾁処理施設、輸出事業者等が連携して、⽣産から輸出ま
で⼀貫して輸出促進を図る体制(コンソーシアム)の育成・設⽴等を進めるとともに、コン
ソーシアムが取り組む産地の特⾊を活かした商流の構築や拡⼤、ブランディング等を⽀援
することとしています。 

また、輸出産地・事業者をサポートするため、専⾨的な知⾒を持つ外部⼈材を「輸出産
地サポーター」として地⽅農政局等に配置し、マーケットイン輸出に向けた産地の育成を
⽀援することとしています。 

輸出産地・事業者の育成や⽀援を⾏う農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト(GFP3)につい
ては、令和8(2026)年2⽉時点で会員数が11,262となっていますが、輸出の熟度・規模が多
様化しており、輸出事業者のレベルに応じたサポートを⾏う必要があります。また、輸出
スタートアップを増やしていく必要があり、現場に密着したサポート体制の強化に取り組
んでいます。くわえて、輸出産地の形成に向け、GFPを活⽤した輸出産地向けのセミナー
や交流会の開催等の取組を⼀層進めていくこととしています。 

⼀⽅、農協系統は、取扱量が多いものの、継続的かつ安定的な出荷の困難さや輸出に向
けた物流に⼗分対応できないなど、マーケットインの輸出に対する課題が多く、そのよう

 
1 沖縄振興開発⾦融公庫でも貸付けが⾏われている。 
2 第2章第4節を参照 
3 Global Farmers/Fishermen/Foresters/Food Manufacturers Projectの略 

 

韓国産品等との競合が激しさを増す中で、輸出事業者が⾏う販路拡⼤、商品の⾼付加価値
化、コスト削減等の競争⼒強化に向けた様々な取組を、事業者のニーズや課題に応じて適
切に後押しする必要が⽣じました。そのため、実⾏戦略で品⽬別輸出額⽬標を定める国・
地域を「重要市場」として、個々の事業者による現地⼩売店でのフェアの実施、店頭・EC
サイトでのプロモーション、現地の卸売業者と連携した商談会への参加、現地向け新商品
の開発及びテストマーケティングといった取組等を⽀援することにより、重要市場におけ
る輸出商流の維持・拡⼤を図ることとしています。 
 
((海海外外のの⽇⽇本本⾷⾷レレスストトラランン等等とと連連携携ししたたププロロモモーーシショョンンをを実実施施))  

令和7(2025)年の海外における⽇本⾷
レストラン数(概数)は18万1千店と、令和
5(2023)年の18万7千店から6千店減少し
ました(図図表表33--22--44)。 

また、⽇本産⾷材を積極的に使⽤する
海外の飲⾷店や⼩売店として⺠間団体等
が主体となって認定した「⽇本産⾷材サ
ポーター店」は、令和8(2026)年3⽉末時
点で約4千店となっています。 

さらに、農林⽔産省では、⽇本料理の
調理技能認定制度の普及、外国⼈を対象
とした⽇本⾷料理⼈育成のための 招 聘

しょうへい

研修や⽇本料理コンテストの実施、海外
料理学校等での⽇本⾷講座開設等を通じた外国⼈料理⼈の育成等により、海外における⽇
本⾷・⾷⽂化発信の担い⼿を育成するとともに、⽇本⾷・⾷⽂化の魅⼒を外国⼈⽬線に⽴
って紹介した映像・記事の制作・発信等を通じ、⽇本⾷・⾷⽂化の普及に取り組んでいま
す。 

 
((輸輸出出先先国国・・地地域域ににおおけけるる専専⾨⾨的的・・継継続続的的なな⽀⽀援援体体制制をを強強化化))  

主要な輸出先国・地域において、農林⽔
産物・⾷品の輸出を⾏う事業者を包括的・
専⾨的・継続的に⽀援するため、在外公館、
JETRO海外事務所、JFOODO海外駐在員
を主な構成員とし、現地発の情報提供や新
たな商流の開拓⽀援等を⾏う輸出⽀援プラ
ットフォームを令和8(2026)年3⽉末時点
で10か国・地域(16拠点)に設置しています
(図図表表33--22--55)。 

また、同プラットフォームでは、現地の
⾷品事業者や⽇本⾷レストラン等のネット
ワークを構築するとともに、輸出を⽬指す
事業者に必要な情報の提供や都道府県等と
連携したオールジャパンでのプロモーショ

資料：農林⽔産省作成 

⽶国

タイ
シンガポール

EU

⾹港

中国

台湾
ベトナム

マレーシアUAE

図表3-2-5 輸出⽀援プラットフォームの拠点設
置国・地域 

図表3-2-4 令和7(2025)年の海外における⽇本⾷
レストラン数(概数) 

資料：農林⽔産省作成 
注：( )内は令和5(2023)年との⽐較 
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ン戦略の⽴案、現地系の商流への新規のアプローチの強化等を通じて、輸出事業者等を包
括的に⽀援しています。 

 
((33))  ママーーケケッットトイインンのの発発想想ででチチャャレレンンジジすするる事事業業者者をを後後押押しし  
((リリススククをを取取っってて輸輸出出にに取取りり組組むむ事事業業者者へへのの投投資資をを⽀⽀援援))  

国内市場向けに⽣産した産品の余剰品を輸出できる国のみに輸出する「プロダクトアウ
ト」からマーケットインへと発想を転換していくためには、リスクを取って輸出向け産品
の⽣産・輸出にチャレンジする事業者の存在が不可⽋です。 

そのため、農林⽔産省では、輸出向け産品を⽣産する輸出産地の育成や、⾃らリスクを
取り、輸出先国・地域の規制やニーズに対応したマーケットイン輸出に取り組む産地・事
業者等に対する、重点的な⽀援・環境整備を⾏うこととしています。 

また、輸出先国・地域の規制に対応した施設整備等の投資を⾏ってから収益化するまで
に⼀定期間を有することから、輸出促進法に基づく公庫の融資(農林⽔産物・⾷品輸出基盤
強化資⾦1)や税制特例(輸出事業⽤資産の割増償却)の積極的な活⽤を促すことにより、輸
出に取り組む事業者を強⼒に後押しすることとしています。 

さらに、投資円滑化法2に基づき、輸出に取り組む事業者に投資する⺠間の投資主体への
資⾦供給の促進に取り組むこととしています。 

 
((ママーーケケッットトイインンのの発発想想にに基基づづくく輸輸出出産産地地・・事事業業者者のの育育成成・・展展開開をを推推進進))  

輸出先国・地域のニーズや規制に対応した産品を、求められるスペックで継続的に提供
し、農林⽔産事業者の利益につなげるため、輸出促進法に基づく輸出事業計画を踏まえた
輸出産地の形成に必要な施設整備等を重点的に⽀援することとしています。また、果樹や
野菜等の⾼収益作物の輸出産地の育成を図ることも必要です。 

畜産物については、⽣産者、⾷⾁処理施設、輸出事業者等が連携して、⽣産から輸出ま
で⼀貫して輸出促進を図る体制(コンソーシアム)の育成・設⽴等を進めるとともに、コン
ソーシアムが取り組む産地の特⾊を活かした商流の構築や拡⼤、ブランディング等を⽀援
することとしています。 

また、輸出産地・事業者をサポートするため、専⾨的な知⾒を持つ外部⼈材を「輸出産
地サポーター」として地⽅農政局等に配置し、マーケットイン輸出に向けた産地の育成を
⽀援することとしています。 

輸出産地・事業者の育成や⽀援を⾏う農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト(GFP3)につい
ては、令和8(2026)年2⽉時点で会員数が11,262となっていますが、輸出の熟度・規模が多
様化しており、輸出事業者のレベルに応じたサポートを⾏う必要があります。また、輸出
スタートアップを増やしていく必要があり、現場に密着したサポート体制の強化に取り組
んでいます。くわえて、輸出産地の形成に向け、GFPを活⽤した輸出産地向けのセミナー
や交流会の開催等の取組を⼀層進めていくこととしています。 

⼀⽅、農協系統は、取扱量が多いものの、継続的かつ安定的な出荷の困難さや輸出に向
けた物流に⼗分対応できないなど、マーケットインの輸出に対する課題が多く、そのよう

 
1 沖縄振興開発⾦融公庫でも貸付けが⾏われている。 
2 第2章第4節を参照 
3 Global Farmers/Fishermen/Foresters/Food Manufacturers Projectの略 

 

韓国産品等との競合が激しさを増す中で、輸出事業者が⾏う販路拡⼤、商品の⾼付加価値
化、コスト削減等の競争⼒強化に向けた様々な取組を、事業者のニーズや課題に応じて適
切に後押しする必要が⽣じました。そのため、実⾏戦略で品⽬別輸出額⽬標を定める国・
地域を「重要市場」として、個々の事業者による現地⼩売店でのフェアの実施、店頭・EC
サイトでのプロモーション、現地の卸売業者と連携した商談会への参加、現地向け新商品
の開発及びテストマーケティングといった取組等を⽀援することにより、重要市場におけ
る輸出商流の維持・拡⼤を図ることとしています。 
 
((海海外外のの⽇⽇本本⾷⾷レレスストトラランン等等とと連連携携ししたたププロロモモーーシショョンンをを実実施施))  

令和7(2025)年の海外における⽇本⾷
レストラン数(概数)は18万1千店と、令和
5(2023)年の18万7千店から6千店減少し
ました(図図表表33--22--44)。 

また、⽇本産⾷材を積極的に使⽤する
海外の飲⾷店や⼩売店として⺠間団体等
が主体となって認定した「⽇本産⾷材サ
ポーター店」は、令和8(2026)年3⽉末時
点で約4千店となっています。 

さらに、農林⽔産省では、⽇本料理の
調理技能認定制度の普及、外国⼈を対象
とした⽇本⾷料理⼈育成のための 招 聘

しょうへい

研修や⽇本料理コンテストの実施、海外
料理学校等での⽇本⾷講座開設等を通じた外国⼈料理⼈の育成等により、海外における⽇
本⾷・⾷⽂化発信の担い⼿を育成するとともに、⽇本⾷・⾷⽂化の魅⼒を外国⼈⽬線に⽴
って紹介した映像・記事の制作・発信等を通じ、⽇本⾷・⾷⽂化の普及に取り組んでいま
す。 

 
((輸輸出出先先国国・・地地域域ににおおけけるる専専⾨⾨的的・・継継続続的的なな⽀⽀援援体体制制をを強強化化))  

主要な輸出先国・地域において、農林⽔
産物・⾷品の輸出を⾏う事業者を包括的・
専⾨的・継続的に⽀援するため、在外公館、
JETRO海外事務所、JFOODO海外駐在員
を主な構成員とし、現地発の情報提供や新
たな商流の開拓⽀援等を⾏う輸出⽀援プラ
ットフォームを令和8(2026)年3⽉末時点
で10か国・地域(16拠点)に設置しています
(図図表表33--22--55)。 

また、同プラットフォームでは、現地の
⾷品事業者や⽇本⾷レストラン等のネット
ワークを構築するとともに、輸出を⽬指す
事業者に必要な情報の提供や都道府県等と
連携したオールジャパンでのプロモーショ

資料：農林⽔産省作成 

⽶国
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⾹港

中国

台湾
ベトナム

マレーシアUAE

図表3-2-5 輸出⽀援プラットフォームの拠点設
置国・地域 

図表3-2-4 令和7(2025)年の海外における⽇本⾷
レストラン数(概数) 

資料：農林⽔産省作成 
注：( )内は令和5(2023)年との⽐較 
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((輸輸出出⼈⼈材材のの育育成成・・確確保保をを推推進進))  
輸出に取り組む事業者にとって、輸出先国・地域のニーズや検疫条件等の規制に精通し、

輸出向けの⽣産や販路開拓等の関連業務に対応できる⼈材の不⾜が⼤きな課題となってい
ます。 

⼀⽅、現状は輸出先国・地域のニーズや規制、輸出実務等のノウハウを効率的かつ体系
的に体得する学習環境が乏しいことから、教育機関と連携した輸出⼈材の育成の展開や
GFPの⽀援の下で輸出実務経験者等の専⾨⼈材と輸出事業者のマッチングを進め、輸出事
業者のニーズに合った輸出⼈材の確保を推進することとしています。 

 
((⽣⽣産産かからら流流通通・・販販売売にに⾄⾄るる関関係係者者がが⼀⼀体体ととななっったたササププラライイチチェェーーンンのの強強化化をを推推進進))  

輸出の促進に当たっては、⽣産から流通・販売に⾄る各段階における課題解決に取り組
み、サプライチェーンを強化していくことが不可⽋です。 

そのため、農林⽔産省では、国内の⽣産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ
国内外の商社等で構成されるコンソーシアムが⾏う、⽣産から現地販売まで⼀貫した戦略
的なサプライチェーンの構築に向けた取組を⽀援することとしています。 
 
((⼤⼤ロロッットト・・⾼⾼品品質質・・効効率率的的なな輸輸出出等等にに対対応応可可能能なな輸輸出出物物流流のの構構築築をを推推進進))  

輸出を拡⼤するためには、⼤ロットで経済的な輸出を実践するなど、輸出に向けた効率
的な物流の構築が重要です。 

そのため、農林⽔産省では、基幹的な輸出物流ルートにおける国内各地からの最適輸送
ルートの構築や、集荷・保管体制の構築に向けた取組を⽀援するとともに、地⽅港湾・空
港等を活⽤した輸出物流の構築に向けた調査・実証等を⽀援することとしています。 

 
((⽣⽣産産・・流流通通体体系系のの転転換換にによよるる輸輸出出産産地地のの形形成成をを推推進進))  

農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤に向けて、残留農薬や動植物検疫といった規制の問題に対
応することが求められるため、輸出先国・地域ごとや、品⽬ごとに、産地が⼀体となって
⽣産⽅式を転換していく必要があります。 

そのため、農林⽔産省では、都道府県や農協、地域商社等の地域の関係者が⼀体となり、
遊休農地等の活⽤、海外での需要や付加価値が⾼い有機農産物等の⽣産拡⼤、鮮度保持の
ためのコールドチェーンを確保した産地直送型集荷⽅法の確⽴や混載を前提とした集荷か
ら船積みまでの流通体系の構築等の、海外の規制・ニーズに対応した⽣産・流通体系への
転換に取り組む⼤規模輸出産地の育成を⽬指しています。 

さらに、農林⽔産省では、農林⽔産物・⾷品を輸出している産地のうち、輸出先国・地
域の規制やニーズに対応した輸出を⾏っていること、⼀
定の量⼜は⾦額の輸出実績があること、サプライチェー
ンを構築し継続的・安定的な輸出を⾏っていることの三
つの要件を全て満たし、輸出取組の⼿本となる産地を「フ
ラッグシップ輸出産地」として認定・公表しており、令
和7(2025)年12⽉時点では、全国で108産地が認定されて
います。 
 

フフララッッググシシッッププ輸輸出出産産地地ににつついいてて  
URL：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ 

export/gfp/flagship_yusyutsu.html  
 

 

な課題の解決に向け、農協系統と国との連携が重要となっています。このような中、農林
⽔産省は、令和7(2025)年6⽉にJAグループと「輸出関係連絡協議会」を開催し、更なる輸
出拡⼤に向けた取組を推進していくことを確認しました。 

 

 
 

 
 
 

 
滋賀県守⼭市

も り や ま し
の株式会社Rose

ロ ー ズ
 Universe

ユ ニ バ ー ス
は、80種類に及ぶオリジナルローズを作

出、栽培しています。また、同社はケニアやコロンビア、エクアドル、⽶国、英
国、メキシコに⽣産パートナーを持っており、各国から世界各地にオリジナルロ
ーズの出荷が⾏われています。 

ばらは品種によって⾹りが異なり、⾹りの種類によっては、花の持ち
が良いほど⾹りが弱いという性質があります。オリジナルローズは多様
な⾹りを⼤切にしており、花も細くたおやかに仕⽴てています。他⽅で、
そのような花は⻑時間の輸送時間を要する我が国からの輸出は困難で
した。 

このような中、同社は、「世界中のお花屋さんに⾃分が作った花を並
べたい」という想いを実現するため、その想いに共感した世界各国の⽣
産パートナーにブランドとともに品種をライセンスすることにしまし
た。各地の⽣産パートナーによって⽣産されたオリジナルローズは、⽇
本と同様に世界各地でブランド名及びロゴを冠して出荷されており、同
社は販売額に応じたロイヤルティを得ています。 

海外展開に当たっては、同社は品種登録による保護だけでなく、⽣産
から販売まで⼀貫して築き上げた独⾃の世界観をブランド化し、主要な
販売先国で商標登録をすることで、不正流通を抑⽌し、本物のオリジナ
ルローズに価値を付けて販売する仕組みを確⽴しました。 

同社では、今後は流通経路を特定できるタグ等を⽤いて、切り花のほ
かに家庭栽培⽤の苗の輸出も展開していく予定であるほか、ばらのエキ
スを抽出した加⼯品等の輸出にも取り組んでいくこととしています。 

((事事例例))  世世界界のの農農園園かかららオオリリジジナナルルロローーズズをを世世界界へへ((滋滋賀賀県県))  

海海外外のの⽣⽣産産パパーートトナナーーののほほ場場  
資料：株式会社Rose Universe 

オオリリジジナナルルロローーズズ  
資料：株式会社Rose Universe 

((ココララムム))  輸輸出出⼊⼊⾨⾨書書「「おおいいししいい⽇⽇本本のの届届けけ⽅⽅」」をを発発⾏⾏  

輸輸出出⼊⼊⾨⾨書書「「おおいいししいい⽇⽇本本のの届届けけ⽅⽅」」
 

⽇本⾷の⼈気が世界的に⾼まる中、農林⽔産省では、令和7(2025)
年4⽉に、地域や業種を超えた輸出への参画を⽬指す官⺠共創プロジ
ェクト「おいしい⽇本、届け隊」の⼀環として、⾷品輸出の基礎か
ら実践までを⼀冊にまとめた初⼼者向け⼊⾨書「おいしい⽇本の届
け⽅」を発⾏しました。 

本書は、誰もが輸出に挑戦できるよう、世界各地の市場動向、実
践者インタビュー、ノウハウを掲載しています。旅⾏ガイドブック
とのコラボレーションにより、写真や図解、漫画を交え、「輸出に挑
戦したいけど何から始めれば良いか分からない。」という声に応え、
楽しく視覚的に学べる構成としています。 

本書を活⽤しながら、⽇本の⾷・⾷⽂化の魅⼒を世界の⼈々へ届
けるべく取り組んでいくこととしています。 
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((輸輸出出⼈⼈材材のの育育成成・・確確保保をを推推進進))  
輸出に取り組む事業者にとって、輸出先国・地域のニーズや検疫条件等の規制に精通し、

輸出向けの⽣産や販路開拓等の関連業務に対応できる⼈材の不⾜が⼤きな課題となってい
ます。 

⼀⽅、現状は輸出先国・地域のニーズや規制、輸出実務等のノウハウを効率的かつ体系
的に体得する学習環境が乏しいことから、教育機関と連携した輸出⼈材の育成の展開や
GFPの⽀援の下で輸出実務経験者等の専⾨⼈材と輸出事業者のマッチングを進め、輸出事
業者のニーズに合った輸出⼈材の確保を推進することとしています。 

 
((⽣⽣産産かからら流流通通・・販販売売にに⾄⾄るる関関係係者者がが⼀⼀体体ととななっったたササププラライイチチェェーーンンのの強強化化をを推推進進))  

輸出の促進に当たっては、⽣産から流通・販売に⾄る各段階における課題解決に取り組
み、サプライチェーンを強化していくことが不可⽋です。 

そのため、農林⽔産省では、国内の⽣産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ
国内外の商社等で構成されるコンソーシアムが⾏う、⽣産から現地販売まで⼀貫した戦略
的なサプライチェーンの構築に向けた取組を⽀援することとしています。 
 
((⼤⼤ロロッットト・・⾼⾼品品質質・・効効率率的的なな輸輸出出等等にに対対応応可可能能なな輸輸出出物物流流のの構構築築をを推推進進))  

輸出を拡⼤するためには、⼤ロットで経済的な輸出を実践するなど、輸出に向けた効率
的な物流の構築が重要です。 

そのため、農林⽔産省では、基幹的な輸出物流ルートにおける国内各地からの最適輸送
ルートの構築や、集荷・保管体制の構築に向けた取組を⽀援するとともに、地⽅港湾・空
港等を活⽤した輸出物流の構築に向けた調査・実証等を⽀援することとしています。 

 
((⽣⽣産産・・流流通通体体系系のの転転換換にによよるる輸輸出出産産地地のの形形成成をを推推進進))  

農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤に向けて、残留農薬や動植物検疫といった規制の問題に対
応することが求められるため、輸出先国・地域ごとや、品⽬ごとに、産地が⼀体となって
⽣産⽅式を転換していく必要があります。 

そのため、農林⽔産省では、都道府県や農協、地域商社等の地域の関係者が⼀体となり、
遊休農地等の活⽤、海外での需要や付加価値が⾼い有機農産物等の⽣産拡⼤、鮮度保持の
ためのコールドチェーンを確保した産地直送型集荷⽅法の確⽴や混載を前提とした集荷か
ら船積みまでの流通体系の構築等の、海外の規制・ニーズに対応した⽣産・流通体系への
転換に取り組む⼤規模輸出産地の育成を⽬指しています。 

さらに、農林⽔産省では、農林⽔産物・⾷品を輸出している産地のうち、輸出先国・地
域の規制やニーズに対応した輸出を⾏っていること、⼀
定の量⼜は⾦額の輸出実績があること、サプライチェー
ンを構築し継続的・安定的な輸出を⾏っていることの三
つの要件を全て満たし、輸出取組の⼿本となる産地を「フ
ラッグシップ輸出産地」として認定・公表しており、令
和7(2025)年12⽉時点では、全国で108産地が認定されて
います。 
 

フフララッッググシシッッププ輸輸出出産産地地ににつついいてて  
URL：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ 

export/gfp/flagship_yusyutsu.html  
 

 

な課題の解決に向け、農協系統と国との連携が重要となっています。このような中、農林
⽔産省は、令和7(2025)年6⽉にJAグループと「輸出関係連絡協議会」を開催し、更なる輸
出拡⼤に向けた取組を推進していくことを確認しました。 

 

 
 

 
 
 

 
滋賀県守⼭市

も り や ま し
の株式会社Rose

ロ ー ズ
 Universe

ユ ニ バ ー ス
は、80種類に及ぶオリジナルローズを作

出、栽培しています。また、同社はケニアやコロンビア、エクアドル、⽶国、英
国、メキシコに⽣産パートナーを持っており、各国から世界各地にオリジナルロ
ーズの出荷が⾏われています。 

ばらは品種によって⾹りが異なり、⾹りの種類によっては、花の持ち
が良いほど⾹りが弱いという性質があります。オリジナルローズは多様
な⾹りを⼤切にしており、花も細くたおやかに仕⽴てています。他⽅で、
そのような花は⻑時間の輸送時間を要する我が国からの輸出は困難で
した。 

このような中、同社は、「世界中のお花屋さんに⾃分が作った花を並
べたい」という想いを実現するため、その想いに共感した世界各国の⽣
産パートナーにブランドとともに品種をライセンスすることにしまし
た。各地の⽣産パートナーによって⽣産されたオリジナルローズは、⽇
本と同様に世界各地でブランド名及びロゴを冠して出荷されており、同
社は販売額に応じたロイヤルティを得ています。 

海外展開に当たっては、同社は品種登録による保護だけでなく、⽣産
から販売まで⼀貫して築き上げた独⾃の世界観をブランド化し、主要な
販売先国で商標登録をすることで、不正流通を抑⽌し、本物のオリジナ
ルローズに価値を付けて販売する仕組みを確⽴しました。 

同社では、今後は流通経路を特定できるタグ等を⽤いて、切り花のほ
かに家庭栽培⽤の苗の輸出も展開していく予定であるほか、ばらのエキ
スを抽出した加⼯品等の輸出にも取り組んでいくこととしています。 

((事事例例))  世世界界のの農農園園かかららオオリリジジナナルルロローーズズをを世世界界へへ((滋滋賀賀県県))  

海海外外のの⽣⽣産産パパーートトナナーーののほほ場場  
資料：株式会社Rose Universe 

オオリリジジナナルルロローーズズ  
資料：株式会社Rose Universe 

((ココララムム))  輸輸出出⼊⼊⾨⾨書書「「おおいいししいい⽇⽇本本のの届届けけ⽅⽅」」をを発発⾏⾏  

輸輸出出⼊⼊⾨⾨書書「「おおいいししいい⽇⽇本本のの届届けけ⽅⽅」」
 

⽇本⾷の⼈気が世界的に⾼まる中、農林⽔産省では、令和7(2025)
年4⽉に、地域や業種を超えた輸出への参画を⽬指す官⺠共創プロジ
ェクト「おいしい⽇本、届け隊」の⼀環として、⾷品輸出の基礎か
ら実践までを⼀冊にまとめた初⼼者向け⼊⾨書「おいしい⽇本の届
け⽅」を発⾏しました。 

本書は、誰もが輸出に挑戦できるよう、世界各地の市場動向、実
践者インタビュー、ノウハウを掲載しています。旅⾏ガイドブック
とのコラボレーションにより、写真や図解、漫画を交え、「輸出に挑
戦したいけど何から始めれば良いか分からない。」という声に応え、
楽しく視覚的に学べる構成としています。 

本書を活⽤しながら、⽇本の⾷・⾷⽂化の魅⼒を世界の⼈々へ届
けるべく取り組んでいくこととしています。 
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((動動植植物物検検疫疫協協議議をを引引きき続続きき推推進進))  
動植物検疫協議については、農林⽔産業・⾷品産業の持続的な発展に寄与する可能性が

⾼い輸出先国・地域や品⽬から優先的に協議を推進しています。動物検疫協議では、令和
7(2025)年9⽉にはクウェート向けの⽜⾁輸出が解禁されました。また、⿃インフルエンザ
については、地域主義適⽤国・地域に対しては、防疫措置完了から28⽇が経過した時点で、
輸出再開が可能となるよう検疫協議を実施しています。さらに植物検疫協議では、同年6
⽉にブラジル向けの精⽶の輸出前のくん蒸が不要となり、くわえて、令和8(2026)年1⽉に
は、豪州向けのメロンの輸出が解禁されました。 
 
((輸輸出出先先国国・・地地域域のの規規制制ややニニーーズズにに対対応応ででききるるよようう⽀⽀援援))  

輸出先国・地域の規制に対応するためのHACCP対応施設等の整備⽬標達成に向け、計
画的な施設整備に対する⽀援を⾏うとともに、厚⽣労働省と連携し、輸出促進法に基づく
適合施設の認定を迅速に⾏うこととしています。 

また、単独では輸出先の発掘や⼤ロットの輸出、海外⼩売店の売場の確保等を⾏うこと
が困難な地域の中⼩⾷品製造事業者等については、関係者が連携して取り組む海外市場調
査や販路開拓、輸出⽤商品開発等への⽀援を⾏うこととしています。 
 
((55))  ⾷⾷品品産産業業のの海海外外展展開開ととイインンババウウンンドドにによよるる⾷⾷関関連連消消費費のの拡拡⼤⼤  
((輸輸出出のの後後押押ししににももつつななががるる事事業業者者のの海海外外展展開開をを⽀⽀援援))  

農林⽔産省では、⾷品製造業等の海外展開に向けた環境整備を図るため、官⺠間及び企
業間の情報交換の場である「グローバル・フードバリューチェーン(GFVC)推進官⺠協議
会」を開催しており、農業者から流通、外⾷、⾦融企業等の川上から川下まで様々なセク
ターにわたる約1千の企業・団体等が参画しています。
この枠組みの下で、海外でのビジネス展開に関するセミ
ナーの開催等を通じた事業者への情報提供や、海外展開
の際の実務的な留意事項等をまとめたガイドラインの策
定・普及に取り組んでいます。 

令和7(2025)年度は、ハラール市場に向けた⾷品産業
の海外展開に関し、専⾨家や⾷品企業を講師とするセミ
ナーを開催しました。また、インド及びインドネシアへの進出を検討する企業を対象とし
て、これらの国へのミッションの派遣を⾏うとともに、海外現地での物流・商流構築に係
る設備投資等を⾏う場合の案件形成への⽀援に取り組みました。 

⾷品産業や外⾷産業の海外展開が近年拡⼤傾向にある中、基本計画を受けて、同年度は、
GFVC推進官⺠協議会の活動と運営体制を⾒直すこととし、今後は、協議会の会員企業・
団体等の多様なニーズを反映したミッションの派遣や海外展開に対応する⼈材の確保・発
掘を推進していくこととしています。 
 
 
 
 

GGFFVVCC推推進進官官⺠⺠協協議議会会ににつついいてて  
URL：https://www.maff.go.jp/j/kokusai/ 

kokkyo/food_value_chain/about.html 

 

((44))  政政府府⼀⼀体体ととななっってて輸輸出出のの障障害害をを克克服服  
((戦戦略略的的なな協協議議のの実実施施))  

マーケットイン輸出への転換に向け、海外現地での情報収集や売込み、輸⼊規制等に関
する政府間協議、⾷品安全管理、知的財産管理、流通・物流整備、研究開発等の様々な関
連分野において、政府による環境整備が不可⽋です。 

農林⽔産省では、輸出重点品⽬を中⼼に、規制導⼊に関する情報を現地で早期に収集し、
国内に提供する体制を整えるとともに、輸出の障害となる輸出先国・地域の規制の撤廃・
緩和に向け、農林⽔産物・⾷品輸出本部の下で政府⼀体となり、実⾏計画1を策定し、戦略
的に協議を⾏っています。 

 
((東東京京電電⼒⼒福福島島第第⼀⼀原原⼦⼦⼒⼒発発電電所所のの事事故故及及びびAALLPPSS処処理理⽔⽔のの海海洋洋放放出出にに伴伴うう輸輸⼊⼊規規制制のの撤撤
廃廃をを働働きき掛掛けけ))  

東 京
とうきょう

電 ⼒
でんりょく

福島
ふくしま

第⼀
だいいち

原⼦⼒発電所の事故に伴い、55か国・地域において、⽇本産農林⽔
産物・⾷品の輸⼊停⽌や放射性物質の検査証明書等の要求、検査の強化といった輸⼊規制
措置が講じられてきました。これらの国・地域に対し、政府⼀体となって規制の撤廃に向
けた働き掛けを⾏ってきた結果、令和7(2025)年11⽉に台湾による輸⼊規制が撤廃され、
令和8(2026)年3⽉末時点で規制を維持しているのは5か国・地域2まで減少しました。 

また、東 京
とうきょう

電 ⼒
でんりょく

ホールディングス株式会社では、多核種除去設備(ALPS
ア ル プ ス

3)等により、
トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準を確実に下回るまで浄化処理
した⽔(以下「ALPS処理⽔」という。)について、トリチウムについても1,500Bq/L未満に
なるまで海⽔で⼤幅に希釈した上で、令和5(2023)年8⽉から海洋への放出を開始しました。 

これに伴い、従来の原発事故に伴う輸⼊規制に加えて、中国、⾹港、マカオ及びロシア
は⽇本産⽔産物等の輸⼊停⽌を⾏いました。しかしながら、ALPS処理⽔の海洋放出につ
いては、IAEA4(国際原⼦⼒機関)の包括報告書に明記されているとおり、⼈及び環境に与
える放射線影響は無視できるほどであり、このような点や⽔産物等の放射性物質検査結果
を透明性⾼く発信してきた結果、令和7(2025)年6⽉には、ALPS処理⽔の海洋放出に伴い
⼀時停⽌されていた⽇本産の⽔産物(⾷⽤⽔⽣動物を含む)の輸⼊について、中国が、放射
性物質に関する証明書等の添付を条件として、37道府県産の⽔産物については輸⼊停⽌措
置を解除する公告を発表しました。 

輸⼊停⽌措置により、⽔産物を輸出できない状況が続いていたため、「⽔産業を守る」政
策パッケージに基づき、政府⼀体となってホタテ等⽔産物の輸出先の転換・多⾓化等を推
進してきた結果、令和7(2025)年の⽔産物の輸出実績は4,231億円になるなど、中国による
輸⼊制限前の令和4(2022)年の⽔産物の輸出実績を上回る⽔準になりました。引き続き、
⽇本産農林⽔産物・⾷品の輸⼊規制を維持している国・地域に対して、規制の撤廃が早期
に実施されるよう働き掛けを⾏っていくこととしています。 

 
 

 
1 正式名称は「農林⽔産物及び⾷品の輸出の促進に関する実⾏計画」(輸出促進法に基づき策定) 
2 ロシア、中国、⾹港、マカオ、韓国 
3 Advanced Liquid Processing Systemの略 
4 International Atomic Energy Agencyの略 
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((動動植植物物検検疫疫協協議議をを引引きき続続きき推推進進))  
動植物検疫協議については、農林⽔産業・⾷品産業の持続的な発展に寄与する可能性が

⾼い輸出先国・地域や品⽬から優先的に協議を推進しています。動物検疫協議では、令和
7(2025)年9⽉にはクウェート向けの⽜⾁輸出が解禁されました。また、⿃インフルエンザ
については、地域主義適⽤国・地域に対しては、防疫措置完了から28⽇が経過した時点で、
輸出再開が可能となるよう検疫協議を実施しています。さらに植物検疫協議では、同年6
⽉にブラジル向けの精⽶の輸出前のくん蒸が不要となり、くわえて、令和8(2026)年1⽉に
は、豪州向けのメロンの輸出が解禁されました。 
 
((輸輸出出先先国国・・地地域域のの規規制制ややニニーーズズにに対対応応ででききるるよようう⽀⽀援援))  

輸出先国・地域の規制に対応するためのHACCP対応施設等の整備⽬標達成に向け、計
画的な施設整備に対する⽀援を⾏うとともに、厚⽣労働省と連携し、輸出促進法に基づく
適合施設の認定を迅速に⾏うこととしています。 

また、単独では輸出先の発掘や⼤ロットの輸出、海外⼩売店の売場の確保等を⾏うこと
が困難な地域の中⼩⾷品製造事業者等については、関係者が連携して取り組む海外市場調
査や販路開拓、輸出⽤商品開発等への⽀援を⾏うこととしています。 
 
((55))  ⾷⾷品品産産業業のの海海外外展展開開ととイインンババウウンンドドにによよるる⾷⾷関関連連消消費費のの拡拡⼤⼤  
((輸輸出出のの後後押押ししににももつつななががるる事事業業者者のの海海外外展展開開をを⽀⽀援援))  

農林⽔産省では、⾷品製造業等の海外展開に向けた環境整備を図るため、官⺠間及び企
業間の情報交換の場である「グローバル・フードバリューチェーン(GFVC)推進官⺠協議
会」を開催しており、農業者から流通、外⾷、⾦融企業等の川上から川下まで様々なセク
ターにわたる約1千の企業・団体等が参画しています。
この枠組みの下で、海外でのビジネス展開に関するセミ
ナーの開催等を通じた事業者への情報提供や、海外展開
の際の実務的な留意事項等をまとめたガイドラインの策
定・普及に取り組んでいます。 

令和7(2025)年度は、ハラール市場に向けた⾷品産業
の海外展開に関し、専⾨家や⾷品企業を講師とするセミ
ナーを開催しました。また、インド及びインドネシアへの進出を検討する企業を対象とし
て、これらの国へのミッションの派遣を⾏うとともに、海外現地での物流・商流構築に係
る設備投資等を⾏う場合の案件形成への⽀援に取り組みました。 

⾷品産業や外⾷産業の海外展開が近年拡⼤傾向にある中、基本計画を受けて、同年度は、
GFVC推進官⺠協議会の活動と運営体制を⾒直すこととし、今後は、協議会の会員企業・
団体等の多様なニーズを反映したミッションの派遣や海外展開に対応する⼈材の確保・発
掘を推進していくこととしています。 
 
 
 
 

GGFFVVCC推推進進官官⺠⺠協協議議会会ににつついいてて  
URL：https://www.maff.go.jp/j/kokusai/ 

kokkyo/food_value_chain/about.html 

 

((44))  政政府府⼀⼀体体ととななっってて輸輸出出のの障障害害をを克克服服  
((戦戦略略的的なな協協議議のの実実施施))  

マーケットイン輸出への転換に向け、海外現地での情報収集や売込み、輸⼊規制等に関
する政府間協議、⾷品安全管理、知的財産管理、流通・物流整備、研究開発等の様々な関
連分野において、政府による環境整備が不可⽋です。 

農林⽔産省では、輸出重点品⽬を中⼼に、規制導⼊に関する情報を現地で早期に収集し、
国内に提供する体制を整えるとともに、輸出の障害となる輸出先国・地域の規制の撤廃・
緩和に向け、農林⽔産物・⾷品輸出本部の下で政府⼀体となり、実⾏計画1を策定し、戦略
的に協議を⾏っています。 

 
((東東京京電電⼒⼒福福島島第第⼀⼀原原⼦⼦⼒⼒発発電電所所のの事事故故及及びびAALLPPSS処処理理⽔⽔のの海海洋洋放放出出にに伴伴うう輸輸⼊⼊規規制制のの撤撤
廃廃をを働働きき掛掛けけ))  

東 京
とうきょう

電 ⼒
でんりょく

福島
ふくしま

第⼀
だいいち

原⼦⼒発電所の事故に伴い、55か国・地域において、⽇本産農林⽔
産物・⾷品の輸⼊停⽌や放射性物質の検査証明書等の要求、検査の強化といった輸⼊規制
措置が講じられてきました。これらの国・地域に対し、政府⼀体となって規制の撤廃に向
けた働き掛けを⾏ってきた結果、令和7(2025)年11⽉に台湾による輸⼊規制が撤廃され、
令和8(2026)年3⽉末時点で規制を維持しているのは5か国・地域2まで減少しました。 

また、東 京
とうきょう

電 ⼒
でんりょく

ホールディングス株式会社では、多核種除去設備(ALPS
ア ル プ ス

3)等により、
トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準を確実に下回るまで浄化処理
した⽔(以下「ALPS処理⽔」という。)について、トリチウムについても1,500Bq/L未満に
なるまで海⽔で⼤幅に希釈した上で、令和5(2023)年8⽉から海洋への放出を開始しました。 

これに伴い、従来の原発事故に伴う輸⼊規制に加えて、中国、⾹港、マカオ及びロシア
は⽇本産⽔産物等の輸⼊停⽌を⾏いました。しかしながら、ALPS処理⽔の海洋放出につ
いては、IAEA4(国際原⼦⼒機関)の包括報告書に明記されているとおり、⼈及び環境に与
える放射線影響は無視できるほどであり、このような点や⽔産物等の放射性物質検査結果
を透明性⾼く発信してきた結果、令和7(2025)年6⽉には、ALPS処理⽔の海洋放出に伴い
⼀時停⽌されていた⽇本産の⽔産物(⾷⽤⽔⽣動物を含む)の輸⼊について、中国が、放射
性物質に関する証明書等の添付を条件として、37道府県産の⽔産物については輸⼊停⽌措
置を解除する公告を発表しました。 

輸⼊停⽌措置により、⽔産物を輸出できない状況が続いていたため、「⽔産業を守る」政
策パッケージに基づき、政府⼀体となってホタテ等⽔産物の輸出先の転換・多⾓化等を推
進してきた結果、令和7(2025)年の⽔産物の輸出実績は4,231億円になるなど、中国による
輸⼊制限前の令和4(2022)年の⽔産物の輸出実績を上回る⽔準になりました。引き続き、
⽇本産農林⽔産物・⾷品の輸⼊規制を維持している国・地域に対して、規制の撤廃が早期
に実施されるよう働き掛けを⾏っていくこととしています。 

 
 

 
1 正式名称は「農林⽔産物及び⾷品の輸出の促進に関する実⾏計画」(輸出促進法に基づき策定) 
2 ロシア、中国、⾹港、マカオ、韓国 
3 Advanced Liquid Processing Systemの略 
4 International Atomic Energy Agencyの略 
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((ココララムム))  ⼤⼤阪阪・・関関⻄⻄万万博博でで我我がが国国のの農農林林⽔⽔産産業業とと⾷⾷⽂⽂化化のの魅魅⼒⼒をを発発信信((⼤⼤阪阪府府))  
 
令和7(2025)年に開催された⼤阪・関⻄万博において、農林⽔産省では、国税庁、⽂化庁と協⼒し、

「農林⽔産業と⾷⽂化の発展は世界をもっと豊かにつなぐ」をコンセプトに、「⾷と暮らしの未来ウィ
ーク」期間中に「RELAY THE FOOD〜未来につなぐ⾷と⾵⼟〜」と題した出展を⾏いました。 
 会場内を三つに分けたエリアのうち、「伝統をつなぐ」エリアでは、何世代も受け継がれてきた我が
国の伝統的な農林⽔産業により形成された⾵景や地域の営み等を紹介することを⽬的として、六つの
ブースを設置しました。このうち、⾷⽂化ブースにおいては、和⾷⽂化の伝統と特徴や、伝統ある地
域の多様な⾷⽂化の魅⼒を世界に発信しました。 

「多様性をつなぐ」エリアでは、我が国に根差した多様性のある産物を⾒つめ直し、また、様々な
産物から⽇本の⾷を再認識することを⽬的として、七つのブースを設置しました。このうち、輸出ブ
ースにおいては、「世界にはばたけ！Tasty

お い し い
 Japan

⽇ 本
！」と題し、海外から伝わった料理に⽇本⼈の知恵

を加えたカレーライスやとんかつ等の「洋⾷」についてクイズを交えた形式で紹介し、⽇本⾷の多様
性について情報発信しました。 

「未来へつなぐ」エリアでは、⾷と暮らしを⽀える農業、林業、⽔産業それぞれの強み、課題、未
来につなげていくための取組を紹介することを⽬的として、五つのブースを設置しました。このうち、
スマート農業ブースにおいては、ミニトマトの熟度を検知して傷つけることなく収穫する全⾃動収穫
ロボットや、次世代通信技術により万博会場と北海道の農場をつなぎ、遠隔操作等の体験ができるロ
ボットトラクタ、いちごのパック詰めを全⾃動で⾏うロボット等を展⽰し、これらの操作体験等を通
じて農業の未来の姿を発信しました。 

このほか、JAS(⽇本農林規格)に親しんでもらい認知度を⾼める取組を実施するなど、⾷と⽂化を体
感してもらうことを⽬的として多彩なプログラムを展開しました。 
 本出展を通じて、来場者に我が国の農林⽔産業と⾷⽂化の魅⼒を伝えることにより、全国各地へ誘
客し、各地域での⾷⽂化等の体験や滞在を促し、地域振興やインバウンドを輸出につなげる好循環を
構築していく考えです。 

⾷⾷⽂⽂化化ブブーースス  輸輸出出ブブーースス  ススママーートト農農業業ブブーースス  

 

((訪訪⽇⽇外外国国⼈⼈旅旅⾏⾏者者にに⽇⽇本本⾷⾷のの理理解解・・普普及及をを推推進進))  
⽇本
に ほ ん

政府
せ い ふ

観 光 局
かんこうきょく

1(JNTO)の調査によると、令和7(2025)年の訪⽇外客2数は、前年から増
加し4,268万⼈(暫定値)にまで拡⼤しています。インバウンド消費のうち⾷関連消費は、我
が国の⾷に対する海外からの需要という観点から輸出と同様に農林⽔産業・⾷品産業の収
益確保に資するという考えの下、その拡⼤に向けて取り組むこととしています。 

また、インバウンドによる⾷関連消費を拡⼤し、輸出拡⼤との好循環を形成する上では、
都市部や主要な観光地のみならず、農⼭漁村の誘客につなげることが地⽅創⽣の観点から
重要であり、そのためには、地域の魅⼒ある⾷材や歴史・⽂化をひとつのストーリーとし
て訴求していく必要があります。このため、農林⽔産省、観光庁、国税庁、内閣官房等が
連携し、海外の⽇本⾷プロモーション、バイヤー招聘等の輸出施策とも連動させつつ、訪
⽇前(旅マエ)、訪⽇旅⾏中(旅ナカ)、帰国後(旅アト)の各段階で、インバウンドに対して
効果的にアプローチすることとしています(図図表表33--22--66)。 
 

 
 

((イインンババウウンンドド起起点点にによよるる⽇⽇本本産産⾷⾷品品のの輸輸出出拡拡⼤⼤をを⽀⽀援援))  
近年のインバウンドの増加により、これまで輸出を⾏っていなかった主に国内向けの⾷

品においても海外からの需要が⾼まっています。 
インバウンドに⼈気があるものの輸出につながっていない⽇本産⾷品について、成分や

添加物等に関する規制への対応や、ハラール・ヴィーガン等の多様な⾷⽂化への対応を⾏
うなど、輸出を実現するための課題を明らかにし、課題の解決に向けた事業者のモデル的
な取組を⽀援することで、インバウンドを起点とした⾷品の輸出を拡⼤することとしてい
ます。 

 
1 正式名称は「独⽴⾏政法⼈国際観光振興機構」 
2 外国⼈正規⼊国者から、⽇本を主たる居住国とする永住者等の外国⼈を除き、これに寄港地上陸、通過上陸、船舶観光上陸の外国

⼈を加えたもののこと 

図表3-2-6 旅マエ・旅ナカ・旅アトへのアプローチ 

資料：農林⽔産省作成 

宿泊・⾷・体験を楽しむ農泊
（農林⽔産省）

ガストロノミーツーリズム（観光庁）

JETRO・JFOODOとJNTO等が連携し、⽇本産⾷材とともに、
地域の⾷⽂化や景観などの情報を⼀体的に発信
（SAVOR JAPAN）し、訪⽇意欲を喚起

酒蔵ツーリズム（国税庁）

⽇本⾷・⽇本⾷材のファンになってもらい、GFP等により輸出拡⼤や
訪⽇リピートにつなげる

各省が個別に⽀援してきた地域における取組を
パッケージ化し、

⾼付加価値化、滞在時間の⻑期化
による⾷関連消費を拡⼤ 旅ナカ

旅マエ

海外消費者向け⽇本⾷ポータルサイト
「Taste of Japan」での魅⼒発信

（JFOODO）
農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤（現地で⽇本の⾷を知り、味わう機会の創出）

誘客数の増加

外国⼈向けに訪⽇意欲を喚起する
動画等のコンテンツ制作・発信

（JNTO）

国際空港でGFP会員が製造する⾷品の販売、試⾷だけでなく、海外現地
での販売先や⼯場⾒学に関する情報なども発信することで、旅アト消費を
拡⼤し、かつ次回の訪⽇時に地⽅へ訪問する動機も形成

現地での⽇本⾷材活⽤増

旅アト
越境ECサイトの活⽤や、海外の⼩売店・レストラン・OTAサイト等と連携し、
JFOODOの有する産地映像コンテンツの活⽤等により訪⽇リピーターの創出と
地⽅への誘客を促進

⾷⽂化・景観などのユニークで楽しい地域づくりとインバウンドの誘客（本場の⽇本の⾷を味わう）
農⼭漁村振興や地⽅創⽣の交付⾦なども活⽤しつつ、
• ⾷材や歴史・⽂化を踏まえた地域のストーリーづくり
• 地域間や輸出産地との連携による取組の広域化
• 地域ならではの体験や⾷事、⼟産品等の磨上げ
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((ココララムム))  ⼤⼤阪阪・・関関⻄⻄万万博博でで我我がが国国のの農農林林⽔⽔産産業業とと⾷⾷⽂⽂化化のの魅魅⼒⼒をを発発信信((⼤⼤阪阪府府))  
 
令和7(2025)年に開催された⼤阪・関⻄万博において、農林⽔産省では、国税庁、⽂化庁と協⼒し、

「農林⽔産業と⾷⽂化の発展は世界をもっと豊かにつなぐ」をコンセプトに、「⾷と暮らしの未来ウィ
ーク」期間中に「RELAY THE FOOD〜未来につなぐ⾷と⾵⼟〜」と題した出展を⾏いました。 
 会場内を三つに分けたエリアのうち、「伝統をつなぐ」エリアでは、何世代も受け継がれてきた我が
国の伝統的な農林⽔産業により形成された⾵景や地域の営み等を紹介することを⽬的として、六つの
ブースを設置しました。このうち、⾷⽂化ブースにおいては、和⾷⽂化の伝統と特徴や、伝統ある地
域の多様な⾷⽂化の魅⼒を世界に発信しました。 

「多様性をつなぐ」エリアでは、我が国に根差した多様性のある産物を⾒つめ直し、また、様々な
産物から⽇本の⾷を再認識することを⽬的として、七つのブースを設置しました。このうち、輸出ブ
ースにおいては、「世界にはばたけ！Tasty

お い し い
 Japan

⽇ 本
！」と題し、海外から伝わった料理に⽇本⼈の知恵

を加えたカレーライスやとんかつ等の「洋⾷」についてクイズを交えた形式で紹介し、⽇本⾷の多様
性について情報発信しました。 

「未来へつなぐ」エリアでは、⾷と暮らしを⽀える農業、林業、⽔産業それぞれの強み、課題、未
来につなげていくための取組を紹介することを⽬的として、五つのブースを設置しました。このうち、
スマート農業ブースにおいては、ミニトマトの熟度を検知して傷つけることなく収穫する全⾃動収穫
ロボットや、次世代通信技術により万博会場と北海道の農場をつなぎ、遠隔操作等の体験ができるロ
ボットトラクタ、いちごのパック詰めを全⾃動で⾏うロボット等を展⽰し、これらの操作体験等を通
じて農業の未来の姿を発信しました。 

このほか、JAS(⽇本農林規格)に親しんでもらい認知度を⾼める取組を実施するなど、⾷と⽂化を体
感してもらうことを⽬的として多彩なプログラムを展開しました。 
 本出展を通じて、来場者に我が国の農林⽔産業と⾷⽂化の魅⼒を伝えることにより、全国各地へ誘
客し、各地域での⾷⽂化等の体験や滞在を促し、地域振興やインバウンドを輸出につなげる好循環を
構築していく考えです。 

⾷⾷⽂⽂化化ブブーースス  輸輸出出ブブーースス  ススママーートト農農業業ブブーースス  

 

((訪訪⽇⽇外外国国⼈⼈旅旅⾏⾏者者にに⽇⽇本本⾷⾷のの理理解解・・普普及及をを推推進進))  
⽇本
に ほ ん

政府
せ い ふ

観 光 局
かんこうきょく

1(JNTO)の調査によると、令和7(2025)年の訪⽇外客2数は、前年から増
加し4,268万⼈(暫定値)にまで拡⼤しています。インバウンド消費のうち⾷関連消費は、我
が国の⾷に対する海外からの需要という観点から輸出と同様に農林⽔産業・⾷品産業の収
益確保に資するという考えの下、その拡⼤に向けて取り組むこととしています。 

また、インバウンドによる⾷関連消費を拡⼤し、輸出拡⼤との好循環を形成する上では、
都市部や主要な観光地のみならず、農⼭漁村の誘客につなげることが地⽅創⽣の観点から
重要であり、そのためには、地域の魅⼒ある⾷材や歴史・⽂化をひとつのストーリーとし
て訴求していく必要があります。このため、農林⽔産省、観光庁、国税庁、内閣官房等が
連携し、海外の⽇本⾷プロモーション、バイヤー招聘等の輸出施策とも連動させつつ、訪
⽇前(旅マエ)、訪⽇旅⾏中(旅ナカ)、帰国後(旅アト)の各段階で、インバウンドに対して
効果的にアプローチすることとしています(図図表表33--22--66)。 
 

 
 

((イインンババウウンンドド起起点点にによよるる⽇⽇本本産産⾷⾷品品のの輸輸出出拡拡⼤⼤をを⽀⽀援援))  
近年のインバウンドの増加により、これまで輸出を⾏っていなかった主に国内向けの⾷

品においても海外からの需要が⾼まっています。 
インバウンドに⼈気があるものの輸出につながっていない⽇本産⾷品について、成分や

添加物等に関する規制への対応や、ハラール・ヴィーガン等の多様な⾷⽂化への対応を⾏
うなど、輸出を実現するための課題を明らかにし、課題の解決に向けた事業者のモデル的
な取組を⽀援することで、インバウンドを起点とした⾷品の輸出を拡⼤することとしてい
ます。 

 
1 正式名称は「独⽴⾏政法⼈国際観光振興機構」 
2 外国⼈正規⼊国者から、⽇本を主たる居住国とする永住者等の外国⼈を除き、これに寄港地上陸、通過上陸、船舶観光上陸の外国

⼈を加えたもののこと 

図表3-2-6 旅マエ・旅ナカ・旅アトへのアプローチ 

資料：農林⽔産省作成 

宿泊・⾷・体験を楽しむ農泊
（農林⽔産省）

ガストロノミーツーリズム（観光庁）

JETRO・JFOODOとJNTO等が連携し、⽇本産⾷材とともに、
地域の⾷⽂化や景観などの情報を⼀体的に発信
（SAVOR JAPAN）し、訪⽇意欲を喚起

酒蔵ツーリズム（国税庁）

⽇本⾷・⽇本⾷材のファンになってもらい、GFP等により輸出拡⼤や
訪⽇リピートにつなげる

各省が個別に⽀援してきた地域における取組を
パッケージ化し、

⾼付加価値化、滞在時間の⻑期化
による⾷関連消費を拡⼤ 旅ナカ

旅マエ

海外消費者向け⽇本⾷ポータルサイト
「Taste of Japan」での魅⼒発信

（JFOODO）
農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤（現地で⽇本の⾷を知り、味わう機会の創出）

誘客数の増加

外国⼈向けに訪⽇意欲を喚起する
動画等のコンテンツ制作・発信

（JNTO）

国際空港でGFP会員が製造する⾷品の販売、試⾷だけでなく、海外現地
での販売先や⼯場⾒学に関する情報なども発信することで、旅アト消費を
拡⼤し、かつ次回の訪⽇時に地⽅へ訪問する動機も形成

現地での⽇本⾷材活⽤増

旅アト
越境ECサイトの活⽤や、海外の⼩売店・レストラン・OTAサイト等と連携し、
JFOODOの有する産地映像コンテンツの活⽤等により訪⽇リピーターの創出と
地⽅への誘客を促進

⾷⽂化・景観などのユニークで楽しい地域づくりとインバウンドの誘客（本場の⽇本の⾷を味わう）
農⼭漁村振興や地⽅創⽣の交付⾦なども活⽤しつつ、
• ⾷材や歴史・⽂化を踏まえた地域のストーリーづくり
• 地域間や輸出産地との連携による取組の広域化
• 地域ならではの体験や⾷事、⼟産品等の磨上げ
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((11))  タターーゲゲッットトをを絞絞りりイインンババウウンンドドをを誘誘客客  
インバウンドによる⾷関連消費を拡⼤させるためには、様々な国・地域の事情

を考慮し、インバウンドが安⼼して快適に過ごせる環境を整備することが求めら
れます。とりわけ、イスラムの教えで許された健全な商品や活動の全般を意味す
る「ハラール」を考慮することは、世界で増加傾向にあるイスラム教徒(ムスリム)
を誘客する上で重要です。 

岡⼭県岡⼭市
お か や ま し

は、豊富な歴史・⽂化遺産、豊かな⾃然や⾷⽂化を有しています。アジアの諸都市に
つながる航空網も有していることから、これらを活かした誘客促進の戦略の⼀つとして、真庭市

ま に わ し
、吉備

き び

中 央 町
ちゅうおうちょう

とともに平成28(2016)年度に「岡⼭型
おかやまがた

ヘルスツーリズム連携協議会」(令和6(2024)年度から
「岡⼭型

おかやまがた
ムスリムツーリズム連携協議会」に名称変更)を設⽴し、ムスリムをメインターゲットとし

た誘客に取り組んでいます。 
 

((22))  受受⼊⼊体体制制のの整整備備、、誘誘客客ププロロモモーーシショョンンをを実実施施  
同協議会では、ムスリム観光客をスムーズに受け⼊れられるよう、独⾃の受⼊体制の整備と誘客プ

ロモーションを⾏っています。 
受⼊体制の整備のうち、ハラール認証については、その取得に多くの条件を満たす必要があるほか、

取得に係る費⽤に⾒合う集客が⾒込まれない可能性があることが、地域の飲⾷店等にとっての⾼いハ
ードルとなっていました。そこで、同協議会は、既存の設備等のままでもムスリム観光客に対応でき
る独⾃の基準について、地域に住むムスリムと検討の上、特産品である「もも」をシンボルとしたお
もてなしマーク「ピーチマーク」を作成し、基準を満たした場合にこれを表⽰できるようにしました。
地域の飲⾷店等が着実に対応を重ねていった結果、同マークを表⽰したことで、来店客数が増加した
店舗もあり、令和6(2024)年度の同マーク取得店舗数は事業を開始した平成28(2016)年度の約2倍とな
っています。 

誘客プロモーションについては、様々なツールを⽤いた情報発信、現地の旅⾏博覧会や商談会への
出展等を⾏っています。公式サイトでは、同マーク認定店舗を紹介するなどの情報発信を⾏っている
ほか、ムスリム向けの観光ガイドブックを作成し、同サイトに掲載しています。 

最近では事業者側からムスリムに関する研修の依頼があるなど、地域にムスリム対応の意識が強ま
ってきており、同協議会は引き続き、同マーク取得店舗への定期的な訪問や、同協議会が作成した「お
かやまムスリムおもてなしハンドブック」を活⽤しながら、安⼼して観光してもらえる環境整備を⾏
い、ムスリム観光客も是⾮訪れたいと思える飲⾷店やスポットを増やしていくほか、近隣の地⽅公共
団体とも連携したツアーの企画等を進め、観光の満⾜度を⾼めていくこととしています。 

ピピーーチチママーーククのの基基準準  
資料：岡⼭型ムスリムツーリズム連携協議会 

((事事例例))  イインンババウウンンドドがが快快適適にに過過ごごせせるる環環境境ででおおももててななしし((岡岡⼭⼭県県))  
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